
（平成２１年２月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 18 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認茨城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



茨城国民年金 事案 646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

② 昭和 39 年４月から同年 12 月まで 

私は、国民年金制度が発足したことを契機に、昭和 36 年に国民年金に加

入し、保険料をＡ区役所の徴収員に毎月 100 円納付していた。 

このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②は９か月と短期間である上、申立人は、両申立期間を除く国

民年金加入期間の保険料をすべて納付している。 

  また、申立人が国民年金に加入した時期は、申立人が保管する国民年金

手帳により、昭和 40 年２月と考えられ、事実、申立人は、国民年金の加入

手続後の同年３月 25 日に同年１月から同年３月までの保険料を現年度納付

しているにもかかわらず、同じ昭和 39 年度である申立期間②の保険料のみ

を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

 

２ 一方、申立人が国民年金に加入したと考えられる昭和 40 年２月時点では、

申立期間①の過半については時効により保険料を納付できず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえない。 

  また、申立人は、毎月集金に来ていた徴収員を通じて申立期間①の保険

料を納付していたと主張しているが、申立期間①当時のＡ区役所では、同

区役所の職員による国民年金保険料の集金については３か月単位で行われ

ていたことが確認できることから、申立人の主張には矛盾が認められる。 



さらに、申立人が一緒に納付していたと主張するその妻に係る申立期間

①の保険料も未納である上、申立期間①の保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の保険料を納

付したことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間②の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



茨城国民年金 事案 647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

② 昭和 39 年４月から同年 12 月まで 

私は、国民年金制度が発足したことを契機に、昭和 36 年に国民年金に加

入し、保険料をＡ区役所の徴収員に毎月 100 円納付していた。 

このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②は９か月と短期間である上、申立人は、両申立期間を除く国

民年金加入期間の保険料をすべて納付している。 

  また、申立人が国民年金に加入した時期は、申立人が保管する国民年金

手帳により、昭和 40 年２月と考えられ、事実、申立人は、国民年金の加入

手続後に同年１月から同年３月までの保険料を現年度納付しているにもか

かわらず、同じ昭和 39 年度である申立期間②の保険料のみを納付しなかっ

たと考えるのは不自然である。 

 

２ 一方、申立人が国民年金に加入したと考えられる昭和 40 年２月時点では、

申立期間①の過半については時効により保険料を納付できず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえない。 

  また、申立人は、毎月集金に来ていた徴収員を通じて申立期間①の保険

料を納付していたと主張しているが、申立期間①当時のＡ区役所では、同

区役所の職員による国民年金保険料の集金については３か月単位で行われ

ていたことが確認できることから、申立人の主張には矛盾が認められる。 



さらに、申立人が一緒に納付していたと主張するその夫に係る申立期間

①の保険料も未納である上、申立期間①の保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の保険料を納

付したことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間②の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



茨城厚生年金 事案 138 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年８月１日から 36 年９月１日まで 

② 昭和 36 年９月１日から 38 年４月 11 日まで 

③ 昭和 38 年９月 11 日から 39 年９月８日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社及び

Ｂ社にそれぞれ勤務していた昭和 33 年８月１日から 36 年９月１日までの

期間並びに同年９月１日から 38 年４月 11 日までの期間及び同年９月 11 日

から 39 年９月８日までの期間について、41 年 12 月 22 日に脱退手当金が

支給済みとなっている旨の回答を受けた。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、各申立期間について脱

退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

各申立期間の脱退手当金については、支給対象期間の最終事業所であるＢ

社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２年３か月後の昭和 41

年 12 月 22 日に支給されたこととなっていることから、事業主が代理請求を

行ったとは考え難い。 

また、社会保険事務所が管理するＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者原票における申立人の前後の厚生年金保険被保険者 100 人のうち、申立人

を含む女性が 98 人存在し、このうち脱退手当金の受給権を有していた者が

13 人存在するが、実際に脱退手当金を請求した記録があるのは申立人を含め

て二人のみであることから、同社においては、従業員の退職時に事業主が個

別の委任に基づかずに代理請求を行う取扱いがあったものとは認められない。 

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険



被保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間①以前に

存在する厚生年金保険被保険者期間についてはその計算の基礎とされておら

ず、未請求となっており、別の厚生年金保険手帳記号番号ではあるものの、

１年を超え、支給対象期間の最終事業所より長期間である当該期間を失念す

るとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



茨城厚生年金 事案 139 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年３月 14 日から 47 年３月 26 日まで 

② 昭和 47 年９月１日から同年 12 月 29 日まで 

③ 昭和 50 年９月１日から 52 年１月 21 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の記録を照会したところ、Ａ社に勤務し

ていた昭和 43 年３月 14 日から 47 年３月 26 日までの期間、Ｂ社に勤務し

ていた 47 年９月１日から同年 12 月 29 日までの期間及びＣ社に勤務してい

た 50 年９月１日から 52 年１月 21 日までの期間について、脱退手当金が支

給済みとなっているとの回答を受けた。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、各申立期間について脱

退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立期間③当時のＣ社において、昭和 47 年か

ら 53 年までの間に厚生年金保険被保険者資格を喪失した女性は、申立人を含

めて 21 人存在し、その全員が脱退手当金の受給権を有していたものの、実際

に脱退手当金を請求した記録があるのは申立人のみであることが確認できる

ことから、同社においては、従業員の退職時に事業主が個別の委任に基づか

ずに代理請求を行う取扱いがあったものとは認められない。 

また、各申立期間の脱退手当金に係る請求書が社会保険事務所に提出され

た時期については不明であるものの、脱退手当金の支給時期が申立期間③の

Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約６か月後の昭和 52 年７

月１日であることが確認できることから、支給時期については不自然さがう

かがえないものの、同社における被保険者資格の喪失から約２か月後にＤ社



において被保険者資格を取得したことが確認できることから、申立人が各申

立期間に係る脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難く、脱退手

当金の請求がＤ社への入社前に行われたものとは考え難い。 

さらに、申立人がＤ社在職中に各申立期間に係る脱退手当金を請求するこ

ととは考え難い上、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生

年金保険被保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、別の厚生

年金保険手帳記号番号ではあるものの、同社に係る同期間についてのみ脱退

手当金が支給されていないことは事務処理上不自然である。 

加えて、社会保険事務所が管理する申立人の厚生年金保険被保険者原票に

は、脱退手当金が支給済みであることを示す表示は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



茨城国民年金 事案 648 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年５月から 49 年６月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年５月から 49 年６月 

申立期間当時、私は、国民年金と厚生年金保険の保険料を両方納付すれ

ば、両方の年金を受給できると思っていたので、両方の保険料を納付し続

けていた。社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和 45 年５月か

ら 49 年６月までの国民年金保険料が還付されたことになっているが、私は、

還付を受けた記憶が無い。 

このため、申立期間の国民年金保険料が還付済みとされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が管理する申立人に係る国民年金被保険者台帳（特殊台

帳）には、国民年金被保険者資格の喪失年月日が昭和 45 年５月 26 日と記載

されており、その記載時期については 49 年 11 月と判断できるゴム印が押さ

れていることから、社会保険事務所では、この時期に申立人が厚生年金保険

被保険者資格を有していたことを把握したものと考えられる。 

また、還付年月日は不明であるものの、昭和 49 年７月からの国民年金保険

料については納付実績が無いことから、保険料相当額の還付金が同年７月以

降に還付されたものと推認できる。 

さらに、申立人に係る国民年金被保険者台帳に記載されている還付金額が

納付した国民年金保険料と一致する上、申立人は、社会保険事務所が管理す

る厚生年金保険被保険者原票により、昭和 45 年５月 26 日に厚生年金保険被

保険者資格を取得したこと、かつ、同台帳により、同一日に国民年金被保険

者資格を喪失したこと、がそれぞれ確認できることから、申立期間の国民年

金保険料が還付されていることについて不自然さはみられない。 



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 649 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年１月から 49 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年１月から 49 年６月まで 

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和 40 年１月から 49 年

６月までの国民年金保険料が未納とされていた。45 年３月 20 日付けで退

職した際に、厚生年金保険の脱退手当金を受給した。その後、Ａ市（当

時）に転入して５年ないし６年経ったころ、同市役所から通知が届き、20

歳までさかのぼって国民年金の加入手続を行い、申立期間について、夫婦

二人分の保険料 10 万円ないし 20 万円を同市役所の窓口において納付した

ことを記憶している。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金に加入した時期は、前後の任意加入者の国民年金手帳記

号番号から、昭和 51 年９月４日から同年同月 11 日の間と考えられ、この時

点では、申立期間については時効により保険料を納付することができない。 

また、申立人は、申立期間の保険料について、20 歳までさかのぼって納付

したと主張しているが、昭和 51 年 10 月に、その時点で納付が可能であった

申立期間直後の 49 年７月から 51 年３月までの保険料を過年度納付したこと

が確認できるものの、申立期間の保険料を納付した形跡は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間について、Ａ市に転入後、保険料を一括納付

したと主張しているが、申立人が国民年金に加入した時期は、昭和 51 年９月

と考えられ、この時点は特例納付制度の実施期間ではなく、仮に、申立人が

その後の第３回特例納付期間（昭和 53 年７月１日から 55 年６月 30 日まで）

に保険料を納付した場合の納付金額については、申立人が主張する 10 万円な

いし 20 万円と大きく相違することから、申立内容に不合理な点が認められる。 



加えて、申立人の夫に係る申立期間の保険料も未納となっている上、申立

期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年１月から 51 年４月までの期間及び 54 年６月から 56 年

５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年１月から 51 年４月まで 

          ② 昭和 54 年６月から 56 年５月まで 

昭和 46 年１月に自宅を新築し、Ａ市からＢ市に転居してきたが、その際、

Ｂ市役所において転入の手続と併せて国民年金の加入手続を行い、保険料

を納付していた。 

このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 56 年６月 16 日に国民年金に任意加入しているが、この時

点では、任意加入者であるため、さかのぼって両申立期間の保険料を納付す

ることはできず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえ

ない。 

また、申立人は、昭和 46 年１月にＢ市役所において国民年金に加入し、両

申立期間の保険料を納付していたと主張しているが、両申立期間については

国民年金被保険者資格を有しておらず、厚生年金保険加入者との婚姻（昭和

41 年３月）による合算対象期間（カラ期間）であることから、申立内容に不

合理な点が認められる。 

さらに、申立人は、昭和 46 年にＢ市役所から国民年金手帳が送付された際

に、「国民年金手帳送付について」という文書が添付されていたと主張して

いるが、同市役所に確認したところ、同文書については 47 年９月以降に送付

されたものであることが確認できたことから、申立人の主張には矛盾が認め

られる。 



加えて、両申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、ほかに両申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 651 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年４月から平成元年３月まで 

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和 55 年４月から平成元

年３月までの国民年金保険料が未納とされていた。昭和 48 年に自営業を始

めたが、徐々に売上が低迷し、税金や国民健康保険料を滞納する状態にな

った。55 年ごろに、国民年金保険料の納付の件で、Ａ市役所の職員が自宅

に来た際に保険料を免除することができると聞き、それ以降申請免除の手

続を行っていたはずである。 

このため、平成２年度の保険料のみが申請免除とされ、申立期間の保険

料が申請免除されていないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、申請免除の手続を行ったと主張しているが、

社会保険庁のオンライン記録及び申立人が保管する領収書によると、申立人

は、平成２年度に申請免除を行った後、この期間の保険料について平成５年

10 月 19 日に追納していることが確認できることから、それ以前の申立期間

の保険料について追納せず、２年度のみ保険料を追納することは不自然であ

る。 

また、申立人は、その夫が申立期間の保険料に係る申請免除の手続を行っ

たと主張しているが、申立人の夫は、必ずしも毎年度申請免除の手続を行っ

た記憶は無いと主張しており、事実、申立期間当時の申請免除手続の状況が

不明である。 

さらに、保険料の申請免除手続については、基本的に毎年度行わなければ

ならないところ、申立期間が９年の長期間であるにもかかわらず、行政側の

瑕疵
か し

により、申立人の申請免除に係る記録が消失したとは考え難い。 



加えて、申立人が申立期間について保険料の納付を免除され得る状況にあ

ったことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の保険料が免除されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



茨城国民年金 事案 652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年３月から 59 年２月までの期間、60 年６月から同年７月

までの期間及び平成４年７月から同年８月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年３月から 59 年２月まで 

             ② 昭和 60 年６月から同年７月まで 

             ③ 平成４年７月から同年８月まで 

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、申立人の昭和 56 年３月か

ら 59 年２月までの期間、60 年６月から同年７月までの期間及び平成４年

７月から同年８月までの期間の国民年金保険料が未納とされていた。 

申立期間①の保険料については母が納付していた。 

また、申立期間②及び③の保険料については、Ａ町役場（当時）及びＢ

市役所において、それぞれ私が納付していた。 

このため、各申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金に加入した時期は、前後の任意加入者の国民年金手帳記

号番号から、昭和 62 年２月２日から同年同月 13 日までの間と考えられ、こ

の時点では、申立期間①については時効により保険料を納付することができ

ない。 

また、仮に、申立人が申立期間①及び②当時に居住していたＡ町において

国民年金の加入手続を行った場合、「Ｃ」の国民年金手帳記号が払い出され

るところ、申立人の国民年金手帳記号については日立社会保険事務所におい

て払い出される「Ｄ」であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡も見当たらない。 

さらに、申立人は、その母が、国民年金の加入手続を行い、申立期間①の



保険料を納付したと主張しているが、申立人自身は国民年金の手続に直接関

与しておらず、その母も既に他界しているため、申立期間①当時の具体的な

国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

加えて、申立人の夫が勤務先のＥ社から平成 19 年８月 10 日に国民年金第

３号被保険者届に申立人が被扶養者である旨の証明を受けたことから、申立

人は、20 年２月９日にＦ社会保険事務所に同届を提出し、その際、19 年９月

11 日に同社勤労部が発行した書類についても併せて提出していたため、申立

期間③当時、同社健康保険組合においてその夫の被扶養者ではなく、国民年

金第３号被保険者資格を有していなかったことが確認できる。 

その上、各申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、ほかに各申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる事情もない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年５月から 41 年 10 月までの期間及び 42 年６月から 52 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年５月から 41 年 10 月まで 

             ② 昭和 42 年６月から 52 年６月まで 

国民年金に加入した時期は覚えていないが、役場の年金担当の人が出向

いてきて「今なら、さかのぼって保険料を納付することができる」と言わ

れ、金額が多かったので何回かに分けて保険料を納付したことを覚えてい

る。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ村」（現在は、Ｂ市）在住時に、その親が国民年金の加入

手続を行ったと主張しているが、申立人が国民年金に加入した時期は、前後

の任意加入者の国民年金手帳記号番号から、昭和 54 年 10 月 17 日から同年

11 月８日までの間と考えられる上、同村は、国民年金制度が創設される以前

に、「Ｃ村」に合併（昭和 29 年３月 29 日）していることから、申立人の主

張には不自然さがみられる。 

また、申立人は、第３回特例納付期間（昭和 53 年７月１日から 55 年６月

30 日まで）内に、両申立期間の保険料額が多額であったため、何回かに分割

して合計 50 万円程の保険料を納付したと主張しており、事実、申立人に係る

国民年金被保険者台帳（特殊台帳）により、37 年９月から 38 年６月までの

保険料を 55 年６月 25 日に、38 年７月から 39 年４月までの保険料を 55 年６

月 30 日に、それぞれ特例納付したことが確認できるものの、両申立期間の保

険料を特例納付した形跡は見当たらない上、仮に、両申立期間（241 か月）

の保険料を第３回特例納付期間内に特例納付した場合、申立人が納付したと



主張する 50 万円程度と保険料額が大幅に相違することから、申立人の主張に

は不合理な点が認められる。 

さらに、申立人は、昭和 52 年７月から 53 年３月までの保険料を 54 年 10

月に、53 年４月から同年６月までの保険料を 55 年６月 25 日に、53 年７月か

ら 54 年３月までの保険料を 55 年７月 31 日に、それぞれ過年度納付したこと

が申立人に係る国民年金被保険者台帳（特殊台帳）により確認できることか

ら、これらの時点では、両申立期間の保険料については時効により過年度納

付することができなかったものと考えられる。 

加えて、両申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、ほかに両申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年２月及び同年３月 

    私は、高校卒業後に就職した会社を退職後、平成元年３月ごろに、Ａ市

役所において国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料については、

同市役所の窓口において納付書により納付した。納付額については、２か

月分をまとめて１万円以内であったと記憶している。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成元年３月ごろに、Ａ市役所において国民年金の加入手続を

行い、申立期間の保険料を納付したと主張しているが、申立人が国民年金に

加入した時期は、社会保険事務所が管理する国民年金手帳記号番号払出簿に

より、６年５月ごろと考えられ、この時点では、申立期間については時効に

より保険料を納付できず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

見当たらない。 

また、申立人は、申立期間の保険料について、Ａ市役所の窓口においてま

とめて１万円を超えない程度の金額を納付したと主張しているが、申立期間

当時の国民年金保険料月額については 8,000 円であったことから、申立人の

主張する金額と一致しない。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 655 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年８月から 43 年７月までの期間及び同年８月から 48 年７

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年８月から 43 年７月まで 

② 昭和 43 年８月から 48 年７月まで 

    私は、昭和 40 年８月にＡ町（当時）で国民年金の加入手続を行い、申立

期間①の保険料については、町内会役員が３か月ごとに自宅に集金に来て

いたので、その時に納付していた。また、申立期間②の保険料については、

Ｂ市役所の窓口において納付していた。 

    このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年１月 21 日に国民年金に任意加入しているが、この時

点では、任意加入者であるため、さかのぼって申立期間の保険料を納付する

ことはできず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがえな

い。 

また、仮に、申立人の主張どおり、申立人が申立期間①当時に居住してい

たＡ町において国民年金の加入手続を行った場合、「Ｃ」の国民年金手帳記

号が払い出されることとなるにもかかわらず、申立人の国民年金手帳記号に

ついてはＤ市において払い出される「Ｅ」であることから、申立内容と一致

しない。 

   さらに、申立人は、昭和 40 年８月に国民年金の加入手続を行った際に交付

された国民年金手帳（既に紛失）の色についてはオレンジ色であったと主張

しているが、オレンジ色の３制度共通の年金手帳については昭和 49 年から交

付されていることから、申立人の主張には矛盾が認められる。 



加えて、申立期間の保険料を納付したことを示す関係資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城国民年金 事案 656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年４月から 54 年３月までの期間及び同年 12 月の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年４月から 54 年３月まで 

② 昭和 54 年 12 月 

社会保険事務所で納付記録を確認したところ、昭和 53 年４月から 54 年

３月までの期間及び同年 12 月の国民年金保険料が未納とされていた。 

Ａ市役所Ｂ支所において、厚生年金保険被保険者資格を喪失して国民年

金の加入手続を行った際、窓口の職員から、加入手続日前の期間に保険料

の未納期間があるので、保険料を納付した方が良いと言われ、現金で保険

料４万円ないし５万円を納付したことを記憶している。 

このため、両申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年に国民年金の加入手続を行い、両申立期間の保険料を

さかのぼって一括納付したと主張しているが、両申立期間においては国民年

金被保険者資格を有していない上、申立人が国民年金の加入した時期は、前

後の任意加入者の国民年金手帳記号番号から、56 年４月 11 日から同年同月

17 日までの間と考えられ、この時点では、申立期間①については時効により

保険料を納付できず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうか

がえない。 

   また、申立人は、昭和 54 年 12 月 21 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

しているにもかかわらず、国民年金に加入したと考えられる 56 年４月に、Ａ

市役所Ｂ支所の職員との応接において、54 年 12 月までＣ社に勤務していた

旨を回答したため、同職員に同年同月まで厚生年金保険被保険者資格を有し

ていたものと誤解され、国民年金被保険者資格の取得年月日が 55 年１月１日



付けとされたものと推認できることから、年金制度上、申立期間②の１か月

（昭和 54 年 12 月）について国民年金被保険者資格を有していないことにつ

いて不自然さはみられず、かつ、申立期間②の保険料を納付したとする申立

人の主張には不合理な点が認められる。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関係資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



茨城厚生年金 事案 140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 17 年５月 10 日から同年８月 21 日まで

の期間及び 20 年９月 15 日から同年 11 月 15 日までの期間について、厚生年

金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 また、申立人は、申立期間のうち、昭和 17 年８月 21 日から 20 年９月 15

日までの期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年５月 10 日から同年８月 21 日まで 

             ② 昭和 17 年８月 21 日から 20 年９月 15 日まで 

             ③ 昭和 20 年９月 15 日から同年 11 月 15 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、

Ａ社Ｂ工場に勤務していた昭和 17 年５月 10 日から 20 年 11 月 15 日まで

の期間については、17年８月21日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、

20年９月15日に同資格を喪失している上、この被保険者期間については、

脱退手当金を受給している旨の回答であった。 

私は、昭和 17 年４月ごろからＡ社Ｂ工場に勤務し、同年５月 10 日が

給与の支給日であったことから、少なくともこの時からは厚生年金保険

に加入し、保険料が給与から控除されていたはずである。 

また、昭和 20 年５月から同年 11 月までの期間に大日本帝国海軍に入

隊していたことから、除隊した同年 11 月 15 日までは同社において厚生

年金保険に加入していたはずであり、それ以前に厚生年金被保険者資格

を喪失するはずはない。 

さらに、脱退手当金を受給した記憶も無い。 

このため、各申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 



第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間①及び③に厚生年金保

険被保険者であったと主張しているが、申立期間①及び③に厚生年金保

険料を事業主により給与から控除された事実を確認できる給与明細書、

源泉徴収票等の資料は無い。 

    また、申立人に係る社会保険業務センターが管理する厚生年金保険被

保険者台帳及び社会保険事務所が管理する健康保険厚生年金被保険者名

簿では、申立人が昭和 17 年８月 21 日に厚生年金保険被保険者資格を取

得し、20 年９月 15 日に同資格を喪失したことが確認できる。 

    さらに、申立人が氏名を挙げた同僚 10 人のうち、申立人がその連絡先

を記憶している二人については、申立人によると既に他界している上、

８人については名字のみの記憶であり、申立人もその連絡先を記憶して

おらず、当時の状況について照会することができない。 

    加えて、申立人と近接した時期にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険被

保険者資格を取得し、申立人が同資格を喪失した昭和 20 年９月 15 日以

降に同資格を喪失した男性で、存命中であり、連絡先が確認できる 11 人

に照会したところ、８人から回答が得られたものの、申立人に係る当時

の勤務状況及び厚生年金保険の適用に関する具体的な証言は得られなか

った。 

 

  ２ 申立期間①について、回答が得られた同僚８人のうち、申立人と同じ

昭和 17 年８月に厚生年金保険被保険者資格を取得した者で、同資格を取

得する以前から勤務していたとする者が３人存在し、申立期間①当時、

Ａ社Ｂ工場においては、同年６月の厚生年金保険料の納入開始と厚生年

金保険への加入が同時に行われていなかった可能性がうかがえる。 

    また、申立人は、昭和 17 年５月の給与から厚生年金保険料が控除され

ていたと主張しているが、厚生年金保険の前身に当たる労働者年金保険

料の納入が開始された時期は同年６月からであることから、申立人の主

張には不合理な点が認められる。 

 

  ３ 申立期間③について、Ａ社に照会したところ、同社が保管する厚生年

金保険の届出に関する資料から、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日が昭和 20 年９月 15 日であることが確認できる旨の回答が得られ

た。 

    また、Ａ社からは、申立期間③当時の厚生年金保険の取扱いについて、

「当時の資料が現存しないため断定的なことは言えないが、昭和 20 年８

月に『工場復興方針確立し別命ある迄当分の間出勤に及ばず』の指示が

出され、工場が休業状態となり、その後、連絡の取れない者を同年９月



15 日付けで資格喪失させていた」旨の回答が得られ、事実、申立人と近

接した時期にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険被保険者資格を取得した

者で、社会保険庁のオンライン記録により確認できる者 100 人のうち、

申立人と同一日に同資格を喪失した者が申立人のほかに９人存在するこ

とが確認できる。 

 

４ このほか、申立人の申立期間①及び③における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により、給与から控除されていたことを認める

ことはできない。  

 

５ 申立期間②について、社会保険業務センターが管理する申立人の厚生

年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給年月日、支給金額など、

支給されたことを意味する表示が記載されているとともに、申立期間②

の脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

 また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 

６ これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。 



茨城厚生年金 事案 141 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年４月１日から 34 年１月４日まで 

             ② 昭和 35 年１月２日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた昭和 30 年４月１日から 34 年１月４日までの期間及び 35 年 1

月２日から同年４月１日までの期間の記録が無かった旨の回答を受けた。 

私は、昭和 30 年４月から 35 年３月末までの５年間についてＡ社におい

て正社員として勤務していた。失業手当について、１週間に一度職業安定

所に出向き、１年近く受給した記憶があるので、両申立期間について厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた両申立期間について厚生年金保険被保険者

であったと主張しているが、両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給

与から控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

また、公共職業安定所に照会したところ、両申立期間に係るＡ社における

申立人の雇用保険被保険者記録は確認できない旨の回答があった。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚二人から回答が得られ、そのうちの一

人からは、申立人が両申立期間にＡ社に勤務していたと思われるが、昭和

35 年３月末まで勤務していたかについては定かではないとする旨、他の一

人からは、申立人が申立期間②当時に同社に勤務していたと思われ、申立人

の雇用形態については不明であり、正社員の給与体系については日給であっ

たとする旨の証言が得られ、少なくとも両申立期間において同社に勤務して

いたことが推認できるものの、申立人に係る当時の厚生年金保険の適用に関

する具体的な証言は得られなかった。 



加えて、社会保険事務所が管理するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿には、同社が厚生年金保険の適用事業所になった昭和 17 年１月１日か

ら申立期間①までの間において申立人の氏名は無く、一方、健康保険整理番

号に欠番も見られないことから、申立人は、34 年 1 月４日に同社において

厚生年金保険被保険者資格を取得し、35 年１月２日に同資格を喪失したこ

とが確認できる。 

また、申立人が厚生年金保険被保険者資格を取得した昭和 34 年１月４日

に厚生年金保険被保険者資格を取得した同僚９人に照会したところ、回答が

得られた二人のうちの一人からは、臨時工については入社時に厚生年金保険

に加入させる取扱いになっていなかったものの、34 年１月４日から臨時工

についても厚生年金保険に加入する旨を上司から説明を受けた記憶がある

旨の証言が得られ、事実、社会保険事務所が管理するＡ社の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿においても同一日に 92 人の厚生年金保険被保険者資格

の取得が確認できることから、同証言には信憑
ぴょう

性があると認められる。 

さらに、申立期間当時の同僚からは、中学校卒業直後にＡ社に就職した者

が申立人以外に存在したと思われるとする旨の証言が得られたものの、社会

保険事務所が管理する同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、昭和

23 年１月 22 日から 34 年１月３日までの間に、15 歳で厚生年金保険被保険

者資格を取得した者は見当たらない。 

加えて、社会保険事務所が管理する健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

より、毎年、標準報酬月額算定基礎届が同事業所から社会保険事務所に対し

提出されていたことが確認できることから、申立人に係る同届のみが数年間

にわたり漏れていたとは考え難い。 

また、社会保険事務所が管理するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿には、昭和 17 年１月から 35 年６月までの間にＡ社において厚生年金保険

被保険者資格を取得した者のうち、同資格の喪失日が１月１日である者は見

当たらず、１月２日である者は申立人以外にも確認できる。 

さらに、社会保険事務所の記録では、Ａ社は昭和 43 年５月１日に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も既に他界して

おり、社会保険事務担当者も確認できず、かつ、同社は 39 年７月１日に政

府管掌の健康保険に移行しており、移行前の健康保険組合については確認で

きないことから、当時の状況について確認することができない。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 142 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年 10 月１日から 49 年３月１日まで 

② 昭和 49 年４月 1日から 55 年１月６日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた昭和 48 年 10 月１日から 49 年３月１日まで期間及びＢ社に勤

務していた同年４月 1 日から 55 年１月６日までの期間について、加入記

録が無かった旨の回答を受けた。 

それぞれの事業所に勤務していたことは間違いないので、申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、Ａ社及びＢ社に勤務していた両申立期間について、厚生年金

保険被保険者であったと主張しているが、両申立期間に厚生年金保険料を

事業主により控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資

料は無い。 

 

２ Ａ社に係る申立期間①について、公共職業安定所に照会したところ、申

立期間①における申立人の雇用保険被保険者記録は無い旨の回答があっ

た。 

また、Ａ社に照会したところ、申立期間①当時における申立人の勤務の

事実については確認できない旨、申立てどおりの厚生年金保険被保険者資

格に係る取得・喪失の届出の有無及び申立期間に係る厚生年金保険料の納

付については不明である旨の回答が得られた。 

さらに、申立期間①当時のＡ社における複数の取締役及び同僚に照会し

たものの、申立人に係る当時の勤務状況及び厚生年金保険の適用に関する



具体的な証言は得られなかった。 

加えて、申立期間①当時のＡ社の会計担当者からは、申立人は正社員の

採用であったものの、見習期間については厚生年金保険に未加入であり、

社会保険庁の加入記録の期間のみ厚生年金保険料を控除していたとする

旨の証言が得られた。 

また、社会保険事務所が管理する申立人の夫に係る厚生年金保険被保険

者原票により、申立人は、昭和 47 年７月１日から 50 年４月 25 日までの

期間について、その夫の被扶養者となっていたことが確認できるとともに、

社会保険事務所が管理する申立人の国民年金被保険者台帳（特殊台帳）に

より、申立人は、44 年１月から申立期間①及び②の期間を含む 54 年 12

月までの期間のうち、申立てに係る事業所以外の事業所において厚生年金

保険の被保険者であった期間を除き、国民年金保険料を納付していたこと

が確認できる。 

 

３ Ｂ社に係る申立期間②の期間のうち、夫の被扶養者であった昭和 49 年

４月１日から50年４月25日までの期間以外の期間について調査したとこ

ろ、52 年５月 19 日から 55 年９月 30 日までの期間に係る同社における申

立人の雇用保険被保険者記録が確認できることから、52 年５月 19 日以降

の期間については申立人が同社に勤務していたものと推認できる。 

また、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、昭和55年10月１日に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間②当時の資料等を

得ることができない。 

さらに、社会保険事務所が管理するＢ社の厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人が昭和55年１月６日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、

同年 10 月１日に同資格を喪失したことが確認できるとともに、同原票で

は、他者の記録において申立期間②内の 49 年から 53 年までの毎年 10 月

に標準報酬月額の定時決定が行われたことが確認できることから、複数回

にわたり申立人の記録のみ欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人は、Ｂ社への入社日について、同僚のＣ氏が退職する１

か月ないし２か月前であったと主張しているが、社会保険事務所が管理す

る同社の厚生年金保険被保険者原票により、同氏が昭和 52 年８月４日に

厚生年金保険被保険者資格を喪失したことが確認できることから、申立人

の主張には不合理な点が認められる。 

また、申立期間②当時のＢ社の事業主からは、資料は存在しないものの、

申立人が申立期間②に同社に勤務し、厚生年金保険料を納付したと思うと

する旨の証言が得られるとともに、申立人が名前を挙げた同僚のうち、一

人からは、申立人が、申立期間②に同社に勤務し、確認等を行ったことは



ないものの、社会保険に加入していたと思うとする旨の証言が得られ、他

の二人からは、正社員は社会保険に全員加入することとされ、同社側から

一方的に社会保険に加入させられたとする旨の証言が得られた。 

しかし、申立人が自身のＢ社における就労事実を証明するため作成した

申立期間②当時の事業主及び同僚が署名・押印した私文書である就労証明

書に署名した５人を含む同僚６人に照会したところ、そのうちの一人は申

立人についての記憶が無く、他の５人からは、申立人が申立期間②当時に

同社に勤務していた旨の証言が得られたものの、そのうち３人は申立期間

②当初の昭和49年４月に同社に勤務しておらず、そのうちの一人は申立期

間②を通じて同社に在籍していなかったことが、社会保険事務所が管理す

る同社の厚生年金保険被保険者原票により推認でき、二人からは、自分は

社会保険に加入しなくても良いと言われ、同社が社会保険に１年近く加入

させてくれず、途中から自分の意思で社会保険に加入した旨の証言が得ら

れた。 

さらに、就労証明書に署名した同僚５人のうち４人からは、申立人に係

る当時の厚生年金保険の適用に関する具体的な証言は得られなかった。 

加えて、社会保険事務所が管理する申立人の夫の厚生年金保険被保険者

原票により、申立人が昭和 50 年８月６日からその夫の被扶養者となった

ことが確認できるとともに、申立人の国民年金被保険者台帳（特殊台帳）

により、申立人は、その夫が厚生年金保険被保険者資格を取得した同年７

月 16 日に、国民年金被保険者資格について強制から任意への種別変更を

行ったことが確認できる。 

 

４ このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により、給与から控除されていたことを認めることはで

きない。  



茨城厚生年金 事案 143 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年６月から 32 年３月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に

勤務していた昭和 30 年６月から 32 年３月までの期間の記録が無かった

旨の回答を受けた。 

    私は、Ａ社の社長の紹介により、同社を退社後にＢ社に入社しており、

Ｂ社における厚生年金保険の記録が存在するにもかかわらず、Ａ社の同

記録が無いことについて納得がいかない。 

このため、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時にＡ社に勤務していたことは、当時の同僚の証言に

より推認できるものの、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

また、社会保険庁の記録では、Ａ社は、新たに昭和 32 年１月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、31 年 12 月 31 日以

前の期間については、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認で

きる。 

さらに、Ａ社が新たに厚生年金保険の適用事業所となった昭和 32 年１月

１日以降の申立期間に係る社会保険事務所が管理する同社の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿には、申立人の名前は無く、一方、健康保険整理番号

に欠番も見られないことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立期間当時にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を有して

いた複数の同僚に照会したものの、申立人に係る当時の厚生年金保険の適用



に関する具体的な証言は得られなかった。 

また、申立人は、Ａ社を昭和 32 年３月末に退社したと主張しているが、

同社が厚生年金保険の適用事業所になって最初の厚生年金保険被保険者資

格取得届は、同年４月 24 日に社会保険事務所に提出され、副本である「健

康保険、厚生年金保険被保険者資格確認並に標準報酬月額決定通知書」につ

いては、同年同月 30 日に記入され、同社に返送されたことが確認できるこ

とから、仮に、申立人が同社の退職後にさかのぼって厚生年金保険被保険者

資格を取得した場合、申立人は、32 年４月 30 日以降に厚生年金保険料の自

己負担分を同社に納付しなければならなかったにもかかわらず、そのことを

記憶していない。 

さらに、Ａ社が管理する厚生年金保険被保険者資格取得届の副本である

「健康保険、厚生年金保険被保険者資格確認並に標準報酬月額決定通知書」

には、申立人の名前が存在するものの、取り消すために二重線が引かれてい

ることが確認できる上、健康保険整理番号が付番されておらず、申立人に係

る厚生年金保険手帳記号番号も払い出されておらず、報酬月額及び標準報酬

月額についても決定されていないことから、同社は、厚生年金保険被保険者

資格の取得届を社会保険事務所に提出する際、申立人を厚生年金保険に加入

させなかったことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。  



茨城厚生年金 事案 144 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年４月 10 日から 32 年 12 月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間を照会したところ、Ａ社に勤

務していた昭和 29 年４月 10 日から 32 年 12 月１日までの期間について、

脱退手当金が支給済みとなっている旨の回答を受けた。 

しかし、私は、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間につい

て脱退手当金が支給済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が管理するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立人に脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示は確

認できないものの、社会保険庁のオンライン記録上で脱退手当金の支給記録

がある同僚 10 人全員についても「脱」の表示が無く、「脱」の表示が無いこ

とをもって脱退手当金が支給されていないとは認められない。 

また、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約６か月後

に申立人の氏名変更が行われ、その２か月後に脱退手当金の支給決定が行わ

れていること、申立期間と同一の厚生年金保険手帳記号番号において、申立

期間以外に脱退手当金の計算の基礎となるべき未請求期間が無いことなど

から、一連の事務処理に不自然さはみられない。 

さらに、当時は通算年金制度創設前であり、将来の年金受給資格について

は厚生年金保険単独で計算されていたことから、同社における勤続月数が

44 か月であった申立人が申立期間に係る脱退手当金を請求した事実に不自

然さはみられない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 145 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年６月から同年８月まで 

    私は、Ａ社が設立されたため、昭和 33 年６月に入社し、最初の１か月

間ないし２か月間については、同社の社員として、同僚二人等と共に、

技術を学ぶため、Ｂ自治体Ｃ市のＤ社（当時）へ研修に行ったと記憶し

ている。 

雇用契約及び辞令を受けたのはＡ社であるが、同社において厚生年金保

険に加入した記録が無いのであれば、同社の社長が経営していたＥ社（正

式名称は、Ｆ社）において厚生年金保険に加入していたのかもしれない。 

昭和 33 年６月からＡ社の社員となっていたのは間違いなく、いずれか

の会社において厚生年金保険に加入していたはずなので、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時にＡ社に勤務していたことは、当時の同僚の証言に

より推認できるものの、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

また、申立期間当時の事業主及び社会保険事務担当者は既に他界している

上、Ａ社が平成11年８月に合併したＧ社からは、合併前の雇用関係、社会保

険関係等の資料が残存しておらず、申立人に係る当時の勤務状況及び厚生年

金保険の適用については不明である旨の回答が得られたため、申立期間当時

の申立人に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用について確認することが

できない。 

さらに、社会保険事務所が管理するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により、申立人が昭和 33 年９月１日に厚生年金保険被保険者資格を取



得し、35 年９月１日に同資格を喪失したことが確認できる上、申立期間当

時の同社における複数の同僚からは、同社における社会保険の取扱いについ

ては入社３か月後から加入させていたとする旨の証言が得られた。 

加えて、申立期間当時の事業主の二代後のＡ社の事業主（昭和 36 年 11 月

入社）からは、同社では、一般的に３か月の試用期間があり、正式採用した

時点から社会保険に加入させていた旨の証言が得られた。 

なお、社会保険事務所が管理するＦ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿には、申立人の名前は無く、一方、健康保険整理番号に欠番も見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 146 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月８日から 42 年４月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現

在は、Ｂ社。以下同じ。）に勤務していた昭和 40 年 12 月８日から 42 年

４月までの期間について、加入記録が無かった旨の回答を受けた。Ａ社に

は 42 年４月ごろまで勤務していたと記憶があるので、申立期間について

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた申立期間について厚生年金保険被保険者で

あったと主張しているが、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

また、社会保険事務所が管理するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿により、申立人が昭和 39 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得

し、40 年 12 月８日に同資格を喪失したことが確認できるとともに、同名簿

では、他者の記録において申立期間内の 41 年 10 月に標準報酬月額の定時決

定が行われことが確認できることから、申立人のみ標準報酬月額の定時決定

が行われなかったものとは考え難い。 

さらに、申立期間当時のＡ社における複数の同僚に照会したものの、申立

人に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用に関する具体的な証言は得られ

なかった。 

加えて、Ａ社は、社会保険事務所の記録では、昭和 56 年８月 13 日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、商業登記簿上においても

59 年 12 月２日に同社が解散している上、当時の事業主（社会保険関係事務

担当者を兼務）は既に他界しており、役員の連絡先も不明であることから、



申立人に係る申立期間当時の勤務状況及び厚生年金保険の適用について確

認することができない。 

また、公共職業安定所に照会したところ、申立期間に係るＡ社における申

立人の雇用保険被保険者記録は無い旨の回答があった。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 



茨城厚生年金 事案 147 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年９月１日から 63 年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険被保険者期間を照会したところ、Ａ社に

勤務していた昭和 62 年９月１日から 63 年２月１日までの期間について、

加入記録が無かった旨の回答を受けた。Ａ社には昭和 62 年９月１日に入

社し、入社当初から正社員だったので、申立期間について厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時にＡ社に勤務していたことは、当時の同僚の証言に

より推認できるものの、申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除された事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

また、公共職業安定所に照会したところ、Ａ社における申立人の雇用保険

被保険者資格の取得年月日は昭和63年２月１日であった。 

さらに、申立期間当時のＡ社に勤務していた複数の同僚に照会したものの、

申立人に係る当時の厚生年金保険の適用に関する具体的な証言は得られな

かった。 

加えて、Ａ社の従業員に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日を記録し

た台帳を保管し、申立人に係る厚生年金保険の加入手続を行った社会保険労

務士事務所の担当者からは、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得

年月日を昭和 63 年２月１日とする手続を行った記録がある旨の証言が得ら

れた。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、平成２年９月 13 日に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間当時の事業主から回

答が得られなかったことから、申立人に係る当時の勤務状況及び厚生年金保



険の適用に関する具体的な証言は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。  



茨城厚生年金 事案 148 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年９月から 47 年 12 月まで 

             ② 昭和 48 年６月から平成４年７月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた昭和 44 年９月から 47 年 12 月までの期間及びＢ社に勤務して

いた 48 年６月から平成４年７月までの期間について、加入記録が無かっ

た旨の回答を受けた。両申立期間にＡ社及びＢ社に勤務していたことは間

違いなく、厚生年金保険にも加入していたはずなので、両申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が申立期間①に勤務していたと主張するＡ社に係る登記簿には、

平成９年 12 月１日設立の会社以外には該当が無く、ほかにＣ市内にＤ社

という名称の会社が登記されていたものの、社会保険事務所の記録では厚

生年金保険の適用事業所とはなっていない。 

また、公共職業安定所に照会したところ、申立期間①に係るＡ社におけ

る申立人の雇用保険被保険者記録は無い旨の回答があり、かつ、申立人は、

同社の倒産後、失業保険を受給したと主張しているものの、給付の有無に

ついては確認することができない。 

さらに、申立人がＡ社の事業主であったと主張するＥ氏について社会保

険庁の記録により氏名索引したものの、該当者は見当たらず、申立人から

は同氏が国会議員のＦ氏の親戚であったとする情報を得たことから、同氏

の後援会事務所に照会したものの、元国会議員のＧ氏からは、Ｅ氏のよう

な親戚は知らないとする旨の証言が得られた。 

加えて、申立人から提出された給与明細書には、給与担当者の判が押印



されており、その氏名については申立人が主張する申立期間①当時のＡ社

における社会保険事務担当者の氏名と一致するものの、社会保険庁の記録

により氏名索引しても該当者を特定することはできなかった。 

 

２ 申立期間②のＨ社に係る社会保険庁のオンライン記録には、申立人の名

前は無い。 

  また、社会保険事務所の記録では、Ｈ社は、新たに昭和 55 年３月 24 日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②のうち、同年同月

23 日以前の期間については、厚生年金保険の適用事業所ではなかったこ

とが確認できる。 

さらに、公共職業安定所に照会したところ、申立期間②に係るＢ社にお

ける申立人の雇用保険被保険者記録は無い旨の回答があった。 

加えて、申立人から提出された昭和49年７月分、56年11月分及び平成４

年６月分の給与明細書からは、社会保険料の控除が確認できるものの、昭

和49年７月分の給与明細書からは、同社が厚生年金保険の適用事業所とな

った55年３月以前にもかかわらず、社会保険料が控除されていることが確

認できることから、これらの給与明細書に信憑
ぴょう

性があるとは認め難い。 

また、申立期間②当時のＨ社の事業主からは、申立人を雇用した記憶は

無く、申立人から提出されたＢ社の給与明細書についても、社名に係る「株

式会社」の位置が相違しており、同社が発行したものではない旨の証言が

得られている上、申立人は、自身と同様に嘱託社員として同社に勤務して

いた同僚３人の名前を挙げているものの、嘱託社員として雇用されていた

者は一人のみであり、申立人及び申立人が主張する同僚ではない旨の証言

も得られており、事実、事業主から提出された平成３年時点の社員住所録

にも申立人の名前は確認できない。 

さらに、申立期間②当時にＨ社に勤務していた同僚６人のうち、回答が

得られた４人のうちの一人からは申立人が同社で正社員として勤務して

いた旨の証言が得られたものの、他の３人は申立人のことを記憶しておら

ず、また、このうち一人は当時の社会保険事務担当者であったことが判明

し、同人からは会社の都合により厚生年金保険の加入手続を行わなかった

ことはない旨の証言が得られた。 

加えて、申立期間②当時のＨ社の事業主からは、当時の同社の状況につ

いて、ⅰ）給与明細書については、平成４年当時、他社（Ｉ社）に作成を

委託しており、同年当時は口座振替であった旨、ⅱ）昭和 49 年当時は、

社名が J 社であった旨、ⅲ）当時、建売住宅の施工の請負契約を約 50 社

と締結しており、申立人が主張する住宅内外装塗装及び室内クロス貼り等

の施工については、他社が行っていた旨、ⅳ）申立人のことを記憶してい



ると証言する当時の同僚は、現場監督及び検査業務を行っていたことから、

申立人と顔見知りであったものと考えられる旨、ⅴ）申立人が名前を挙げ

ている当時の同僚及び社会保険担当者は、Ｈ社の社員ではなかった旨の証

言が得られた。 

また、給与明細書作成の委託先であるＩ社から入手した平成４年当時の

給与明細書の様式については、申立人から提出された給与明細書とは別の

様式であった。 

以上の調査結果により、申立人が申立期間②当時に勤務していた事業所

は、Ｈ社が請負契約を結んでいた約 50 社のうちの１社であったものと考

えられるものの、同社には請負契約会社のリストは残存しておらず、申立

人は、Ｂ社に勤務していたと主張するのみであり、他の名称の事業所に勤

務していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

  

３ このほか、両申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料などを総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険の被保険者として両申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により、給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 


